
議 案 第 １ ２ ５ 号

地 方 公 務 員 法 の 一 部 改 正 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 備 等 に 関 す

る 条 例 の 制 定 に つ い て

地 方 公 務 員 法 の 一 部 改 正 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 備 等 に 関 す る 条 例 を

別 記 の と お り 制 定 す る 。

令 和 ４ 年 １ ２ 月 ２ 日 提 出

伊 丹 市 長 藤 原 保 幸

理 由

地 方 公 務 員 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 ３ 年 法 律 第 ６ ３ 号 ） の

施 行 に 伴 い ， 職 員 の 定 年 等 に 関 し ， 関 係 条 例 を 整 備 す る ほ か ， 所 要

の 規 定 整 備 を 行 う た め 。
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地 方 公 務 員 法 の 一 部 改 正 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 備 等 に 関 す

る 条 例 （ 令 和 ４ 年 伊 丹 市 条 例 第 号 ）

（ 伊 丹 市 職 員 定 数 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 １ 条 伊 丹 市 職 員 定 数 条 例 （ 昭 和 ２ ４ 年 条 例 第 １ ５ ６ 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 ２ 条 第 １ 項 た だ し 書 中 「 第 ２ ８ 条 の ５ 第 １ 項 」 を 「 第 ２ ２ 条

の ４ 第 １ 項 」 に 改 め る 。

（ 伊 丹 市 職 員 の 再 任 用 に 関 す る 条 例 の 廃 止 ）

第 ２ 条 伊 丹 市 職 員 の 再 任 用 に 関 す る 条 例 （ 平 成 １ ３ 年 伊 丹 市 条 例

第 ３ 号 ） は ， 廃 止 す る 。

（ 伊 丹 市 職 員 の 公 益 的 法 人 等 へ の 派 遣 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 ３ 条 伊 丹 市 職 員 の 公 益 的 法 人 等 へ の 派 遣 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成

１ ４ 年 伊 丹 市 条 例 第 １ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 ２ 条 第 ２ 項 第 １ 号 中 「 第 ２ ８ 条 の ４ 第 １ 項 ， 第 ２ ８ 条 の ５ 第

１ 項 又 は 第 ２ ８ 条 の ６ 第 １ 項 若 し く は 第 ２ 項 」 を 「 第 ２ ２ 条 の ４

第 １ 項 又 は 第 ２ ２ 条 の ５ 第 １ 項 」 に 改 め ， 同 項 中 第 ４ 号 を 第 ５ 号

と し ， 第 ３ 号 の 次 に 次 の １ 号 を 加 え る 。

⑷  伊 丹 市 職 員 の 定 年 等 に 関 す る 条 例 第 ９ 条 各 項 の 規 定 に よ り 異

動 期 間 （ 同 条 各 項 の 規 定 に よ り 延 長 さ れ た 期 間 を 含 む 。 ） を 延

長 さ れ た 管 理 監 督 職 を 占 め る 職 員

（ 伊 丹 市 職 員 の 定 年 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 ４ 条 伊 丹 市 職 員 の 定 年 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 ５ ９ 年 伊 丹 市 条 例

第 ２ ０ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

題 名 の 次 に 次 の 目 次 及 び 章 名 を 付 す る 。

目 次

第 １ 章 総 則 （ 第 １ 条 ）

第 ２ 章 定 年 制 度 （ 第 ２ 条 － 第 ５ 条 ）

第 ３ 章 管 理 監 督 職 勤 務 上 限 年 齢 制 （ 第 ６ 条 － 第 １ １ 条 ）

第 ４ 章 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 制 （ 第 １ ２ 条 ・ 第 １ ３ 条 ）

第 ５ 章 雑 則 （ 第 １ ４ 条 ）
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付 則

第 １ 章 総 則

第 １ 条 中 「 第 ２ ６ １ 号 」 の 右 に 「 。 以 下 「 法 」 と い う 。 」 を 加

え ， 「 第 ２ ８ 条 の ２ 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で お よ び 第 ２ ８ 条 の ３ 」

を 「 第 ２ ２ 条 の ４ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 ， 第 ２ ２ 条 の ５ 第 １ 項 ， 第 ２

８ 条 の ２ ， 第 ２ ８ 条 の ５ ， 第 ２ ８ 条 の ６ 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で 並

び に 第 ２ ８ 条 の ７ 」 に 改 め ， 同 条 の 次 に 次 の 章 名 を 付 す る 。

第 ２ 章 定 年 制 度

第 ３ 条 中 「 ６ ０ 年 」 を 「 ６ ５ 年 」 に 改 め ， 同 条 た だ し 書 を 削 る 。

第 ４ 条 第 １ 項 中 「 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 」 を 「 次 に 掲

げ る 事 由 が あ る 」 に ， 「 そ の 職 員 に 」 を 「 同 条 の 規 定 に か か わ ら

ず ， 当 該 職 員 に 」 に ， 「 そ の 職 員 を 」 を 「 当 該 職 員 を 」 に 改 め ，

同 項 各 号 列 記 以 外 の 部 分 中 「 当 該 」 の 右 に 「 定 年 退 職 日 に お い て

従 事 し て い る 」 を 加 え ， 同 項 中 「 引 き 続 い て 」 を 「 引 き 続 き 」 に

改 め ， 同 項 に 次 の た だ し 書 を 加 え る 。

た だ し ， 第 ９ 条 各 項 の 規 定 に よ り 異 動 期 間 （ 同 条 第 １ 項 に 規

定 す る 異 動 期 間 を い う 。 以 下 こ の 項 及 び 次 項 に お い て 同 じ 。 ）

（ 同 項 又 は 同 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 延 長 さ れ た 異 動 期 間 を 含 む 。 ）

を 延 長 し た 職 員 で あ っ て ， 定 年 退 職 日 に お い て 管 理 監 督 職 （ 第

６ 条 に 規 定 す る 職 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） を 占 め

て い る 職 員 に つ い て は ， 第 ９ 条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 の 規 定 に よ り

当 該 異 動 期 間 を 延 長 し た 場 合 で あ っ て ， 引 き 続 き 勤 務 さ せ る こ

と に つ い て 市 長 の 承 認 を 得 た と き に 限 る も の と し ， 当 該 期 限 は ，

当 該 職 員 が 占 め て い る 管 理 監 督 職 に 係 る 異 動 期 間 の 末 日 の 翌 日

か ら 起 算 し て ３ 年 を 超 え る こ と が で き な い 。

第 ４ 条 第 １ 項 第 １ 号 中 「 ま た は 」 を 「 又 は 」 に ， 「 そ の 」 を 「

当 該 」 に 改 め ， 「 に よ り 」 の 右 に 「 生 ず る 欠 員 を 容 易 に 補 充 す る

こ と が で き ず 」 を 加 え ， 「 と き 」 を 「 こ と 」 に 改 め ， 同 項 第 ２ 号

中 「 そ の 職 員 」 を 「 当 該 職 員 」 に ， 「 で き な い と き 」 を 「 で き ず

公 務 の 運 営 に 著 し い 支 障 が 生 ず る こ と 」 に 改 め ， 同 項 第 ３ 号 中 「
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そ の 」 を 「 当 該 」 に ， 「 と き 」 を 「 こ と 」 に 改 め ， 同 条 第 ２ 項 中

「 ま た は 」 を 「 又 は 」 に ， 「 前 項 の 事 由 」 を 「 前 項 各 号 に 掲 げ る

事 由 」 に ， 「 存 す る 」 を 「 あ る 」 に 改 め ， 「 得 て ， 」 の 右 に 「 こ

れ ら の 期 限 の 翌 日 か ら 起 算 し て 」 を 加 え ， 同 項 た だ し 書 中 「 そ の 」

を 「 当 該 」 に 改 め ， 「 定 年 退 職 日 」 の 右 に 「 （ 同 項 た だ し 書 に 規

定 す る 職 員 に あ っ て は ， 当 該 職 員 が 占 め て い る 管 理 監 督 職 に 係 る

異 動 期 間 の 末 日 ） 」 を 加 え ， 同 条 第 ３ 項 中 「 引 き 続 い て 」 を 「 引

き 続 き 」 に ， 「 ま た は 」 を 「 又 は 」 に 改 め ， 同 条 第 ４ 項 中 「 任 命

権 者 は 」 の 右 に 「 ， 第 １ 項 の 規 定 に よ り 引 き 続 き 勤 務 す る こ と と

さ れ た 職 員 及 び 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 期 限 が 延 長 さ れ た 職 員 に つ い

て 」 を 加 え ， 「 ま た は 」 を 「 又 は 」 に ， 「 第 １ 項 の 事 由 が 存 し な

く な つ た 」 を 「 第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 事 由 が な く な っ た 」 に ， 「 そ

の 」 を 「 当 該 」 に ， 「 繰 り 上 げ て 退 職 さ せ る こ と が で き る 。 」 を

「 繰 り 上 げ る も の と す る 。 」 に 改 め る 。

第 ５ 条 の 次 に 次 の ３ 章 を 加 え る 。

第 ３ 章 管 理 監 督 職 勤 務 上 限 年 齢 制

（ 管 理 監 督 職 勤 務 上 限 年 齢 制 の 対 象 と な る 管 理 監 督 職 ）

第 ６ 条 法 第 ２ ８ 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る 条 例 で 定 め る 職 （ 以 下

「 管 理 監 督 職 」 と い う 。 ） は ， 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条

例 （ 昭 和 ３ ２ 年 条 例 第 ４ ３ ８ 号 。 以 下 「 給 与 条 例 」 と い う 。 ）

第 １ １ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 管 理 職 手 当 又 は 伊 丹 市 企 業 職 員 の 給

与 の 種 類 お よ び 基 準 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 ４ ２ 年 伊 丹 市 条 例 第 １

号 ） 第 ４ 条 に 規 定 す る 管 理 職 手 当 を 支 給 さ れ る 職 員 の 職 （ 給 与

条 例 別 表 第 ４ ア の 適 用 を 受 け る 職 員 が 占 め る 職 を 除 く 。 ） と す

る 。

（ 管 理 監 督 職 勤 務 上 限 年 齢 ）

第 ７ 条 法 第 ２ ８ 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る 管 理 監 督 職 勤 務 上 限 年

齢 （ 以 下 「 管 理 監 督 職 勤 務 上 限 年 齢 」 と い う 。 ） は ， 年 齢 ６ ０

年 と す る 。

（ 他 の 職 へ の 降 任 等 を 行 う に 当 た っ て 遵 守 す べ き 基 準 ）
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第 ８ 条 任 命 権 者 は ， 法 第 ２ ８ 条 の ２ 第 ４ 項 に 規 定 す る 他 の 職 へ

の 降 任 等 （ 以 下 こ の 章 に お い て 「 他 の 職 へ の 降 任 等 」 と い う 。 ）

を 行 う に 当 た っ て は ， 法 第 １ ３ 条 ， 第 １ ５ 条 ， 第 ２ ３ 条 の ３ ，

第 ２ ７ 条 第 １ 項 及 び 第 ５ ６ 条 に 定 め る も の の ほ か ， 次 に 掲 げ る

基 準 を 遵 守 し な け れ ば な ら な い 。

⑴  当 該 職 員 の 人 事 評 価 の 結 果 又 は 勤 務 の 状 況 及 び 職 務 経 験 等

に 基 づ き ， 降 任 又 は 転 任 （ 降 給 を 伴 う 転 任 に 限 る 。 ） （ 以 下

こ の 条 及 び 第 １ ０ 条 に お い て 「 降 任 等 」 と い う 。 ） を し よ う

と す る 職 の 属 す る 職 制 上 の 段 階 の 標 準 的 な 職 に 係 る 法 第 １ ５

条 の ２ 第 １ 項 第 ５ 号 に 規 定 す る 標 準 職 務 遂 行 能 力 （ 次 条 第 ３

項 に お い て 「 標 準 職 務 遂 行 能 力 」 と い う 。 ） 及 び 当 該 降 任 等

を し よ う と す る 職 に つ い て の 適 性 を 有 す る と 認 め ら れ る 職 に ，

降 任 等 を す る こ と 。

⑵  人 事 の 計 画 そ の 他 の 事 情 を 考 慮 し た 上 で ， 管 理 監 督 職 以 外

の 職 又 は 管 理 監 督 職 勤 務 上 限 年 齢 が 当 該 職 員 の 年 齢 を 超 え る

管 理 監 督 職 の う ち で き る 限 り 上 位 の 職 制 上 の 段 階 に 属 す る 職

に ， 降 任 等 を す る こ と 。

⑶  当 該 職 員 の 他 の 職 へ の 降 任 等 を す る 際 に ， 当 該 職 員 が 占 め  

て い た 管 理 監 督 職 が 属 す る 職 制 上 の 段 階 よ り 上 位 の 職 制 上 の

段 階 に 属 す る 管 理 監 督 職 を 占 め る 職 員 （ 以 下 こ の 号 に お い て

「 上 位 職 職 員 」 と い う 。 ） の 他 の 職 へ の 降 任 等 も す る 場 合 に

は ， 第 １ 号 に 掲 げ る 基 準 に 従 っ た 上 で の 状 況 そ の 他 の 事 情 を

考 慮 し て や む を 得 な い と 認 め ら れ る 場 合 を 除 き ， 上 位 職 職 員

の 降 任 等 を し た 職 が 属 す る 職 制 上 の 段 階 と 同 じ 職 制 上 の 段 階

又 は 当 該 職 制 上 の 段 階 よ り 下 位 の 職 制 上 の 段 階 に 属 す る 職 に ，

降 任 等 を す る こ と 。

（ 管 理 監 督 職 勤 務 上 限 年 齢 に よ る 降 任 等 及 び 管 理 監 督 職 へ の 任

用 の 制 限 の 特 例 ）

第 ９ 条 任 命 権 者 は ， 他 の 職 へ の 降 任 等 を す べ き 管 理 監 督 職 を 占

め る 職 員 に つ い て ， 次 に 掲 げ る 事 由 が あ る と 認 め る と き は ， 当
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該 職 員 が 占 め る 管 理 監 督 職 に 係 る 異 動 期 間 （ 当 該 管 理 監 督 職 に

係 る 管 理 監 督 職 勤 務 上 限 年 齢 に 達 し た 日 の 翌 日 か ら 同 日 以 後 に

お け る 最 初 の ４ 月 １ 日 ま で の 間 を い う 。 以 下 こ の 章 に お い て 同

じ 。 ） の 末 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て １ 年 を 超 え な い 期 間 内 （ 当 該

期 間 内 に 定 年 退 職 日 が あ る 職 員 に あ っ て は ， 当 該 異 動 期 間 の 末

日 の 翌 日 か ら 定 年 退 職 日 ま で の 期 間 内 。 第 ３ 項 に お い て 同 じ 。 ）

で 当 該 異 動 期 間 を 延 長 し ， 引 き 続 き 当 該 管 理 監 督 職 を 占 め る 職

員 に ， 当 該 管 理 監 督 職 を 占 め た ま ま 勤 務 を さ せ る こ と が で き る 。

⑴  当 該 職 務 が 高 度 の 知 識 ， 技 能 又 は 経 験 を 必 要 と す る も の で

あ る た め ， 当 該 職 員 の 他 の 職 へ の 降 任 等 に よ り 生 ず る 欠 員 を

容 易 に 補 充 す る こ と が で き ず 公 務 の 運 営 に 著 し い 支 障 が 生 ず

る こ と 。

⑵  当 該 職 務 に 係 る 勤 務 環 境 そ の 他 の 勤 務 条 件 に 特 殊 性 が あ る

た め ， 当 該 職 員 の 他 の 職 へ の 降 任 等 に よ る 欠 員 を 容 易 に 補 充

す る こ と が で き ず 公 務 の 運 営 に 著 し い 支 障 が 生 ず る こ と 。

⑶  当 該 職 務 を 担 当 す る 者 の 交 替 が 当 該 業 務 の 遂 行 上 重 大 な 障

害 と な る 特 別 の 事 情 が あ る た め ， 当 該 職 員 の 他 の 職 へ の 降 任

等 に よ り 公 務 の 運 営 に 著 し い 支 障 が 生 ず る こ と 。

２ 任 命 権 者 は ， 前 項 又 は こ の 項 の 規 定 に よ り 異 動 期 間 （ こ れ ら

の 規 定 に よ り 延 長 さ れ た 期 間 を 含 む 。 ） が 延 長 さ れ た 管 理 監 督

職 を 占 め る 職 員 に つ い て ， 前 項 各 号 に 掲 げ る 事 由 が 引 き 続 き あ

る と 認 め る と き は ， 市 長 の 承 認 を 得 て ， 延 長 さ れ た 当 該 異 動 期

間 の 末 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て １ 年 を 超 え な い 期 間 内 （ 当 該 期 間

内 に 定 年 退 職 日 が あ る 職 員 に あ っ て は ， 延 長 さ れ た 当 該 異 動 期

間 の 末 日 の 翌 日 か ら 定 年 退 職 日 ま で の 期 間 内 。 第 ４ 項 に お い て

同 じ 。 ） で 延 長 さ れ た 当 該 異 動 期 間 を 更 に 延 長 す る こ と が で き

る 。 た だ し ， 更 に 延 長 さ れ る 当 該 異 動 期 間 の 末 日 は ， 当 該 職 員

が 占 め る 管 理 監 督 職 に 係 る 異 動 期 間 の 末 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て

３ 年 を 超 え る こ と が で き な い 。

３ 任 命 権 者 は ， 第 １ 項 の 規 定 に よ り 異 動 期 間 を 延 長 す る こ と が
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で き る 場 合 を 除 き ， 他 の 職 へ の 降 任 等 を す べ き 特 定 管 理 監 督 職

群 （ 職 務 の 内 容 が 相 互 に 類 似 す る 複 数 の 管 理 監 督 職 で あ っ て ，

こ れ ら の 欠 員 を 容 易 に 補 充 す る こ と が で き な い 年 齢 別 構 成 そ の

他 の 特 別 の 事 情 が あ る 管 理 監 督 職 と し て 任 命 権 者 が 別 に 定 め る

管 理 監 督 職 を い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） に 属 す る 管 理

監 督 職 を 占 め る 職 員 に つ い て ， 当 該 特 定 管 理 監 督 職 群 に 属 す る

管 理 監 督 職 の 属 す る 職 制 上 の 段 階 の 標 準 的 な 職 に 係 る 標 準 職 務

遂 行 能 力 及 び 当 該 管 理 監 督 職 に つ い て の 適 性 を 有 す る と 認 め ら

れ る 職 員 （ 当 該 管 理 監 督 職 に 係 る 管 理 監 督 職 勤 務 上 限 年 齢 に 達

し た 職 員 を 除 く 。 ） の 数 が 当 該 管 理 監 督 職 の 数 に 満 た な い 等 の

事 情 が あ る た め ， 当 該 職 員 の 他 の 職 へ の 降 任 等 に よ り 当 該 管 理

監 督 職 に 生 ず る 欠 員 を 容 易 に 補 充 す る こ と が で き ず 業 務 の 遂 行

に 重 大 な 障 害 が 生 ず る と 認 め る と き は ， 当 該 職 員 が 占 め る 管 理

監 督 職 に 係 る 異 動 期 間 の 末 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て １ 年 を 超 え な

い 期 間 内 で 当 該 異 動 期 間 を 延 長 し ， 引 き 続 き 当 該 管 理 監 督 職 を

占 め て い る 職 員 に 当 該 管 理 監 督 職 を 占 め た ま ま 勤 務 を さ せ ， 又

は 当 該 職 員 を 当 該 管 理 監 督 職 が 属 す る 特 定 管 理 監 督 職 群 の 他 の

管 理 監 督 職 に 降 任 し ， 若 し く は 転 任 す る こ と が で き る 。

４ 任 命 権 者 は ， 第 １ 項 若 し く は 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 異 動 期 間 （

こ れ ら の 規 定 に よ り 延 長 さ れ た 期 間 を 含 む 。 ） が 延 長 さ れ た 管

理 監 督 職 を 占 め る 職 員 に つ い て 前 項 に 規 定 す る 事 由 が あ る と 認

め る と き （ 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 延 長 さ れ た 当 該 異 動 期 間 を 更 に

延 長 す る こ と が で き る と き を 除 く 。 ） ， 又 は 前 項 若 し く は こ の

項 の 規 定 に よ り 異 動 期 間 （ 前 ３ 項 又 は こ の 項 の 規 定 に よ り 延 長

さ れ た 期 間 を 含 む 。 ） が 延 長 さ れ た 管 理 監 督 職 を 占 め る 職 員 に

つ い て 前 項 に 規 定 す る 事 由 が 引 き 続 き あ る と 認 め る と き は ， 市

長 の 承 認 を 得 て ， 延 長 さ れ た 当 該 異 動 期 間 の 末 日 の 翌 日 か ら 起

算 し て １ 年 を 超 え な い 期 間 内 で 延 長 さ れ た 当 該 異 動 期 間 を 更 に

延 長 す る こ と が で き る 。

（ 異 動 期 間 の 延 長 等 に 係 る 職 員 の 同 意 ）
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第 １ ０ 条 任 命 権 者 は ， 前 条 各 項 の 規 定 に よ り 異 動 期 間 を 延 長 す

る 場 合 及 び 同 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 他 の 管 理 監 督 職 に 降 任 等 を

す る 場 合 に は ， あ ら か じ め 職 員 の 同 意 を 得 な け れ ば な ら な い 。

（ 異 動 期 間 の 延 長 事 由 が 消 滅 し た 場 合 の 措 置 ）

第 １ １ 条 任 命 権 者 は ， 第 ９ 条 各 項 の 規 定 に よ り 異 動 期 間 を 延 長

し た 場 合 に お い て ， 当 該 異 動 期 間 の 末 日 の 到 来 前 に 当 該 異 動 期

間 の 延 長 の 事 由 が 消 滅 し た と き は ， 他 の 職 へ の 降 任 等 を す る も

の と す る 。

第 ４ 章 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 制

（ 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 の 任 用 ）

第 １ ２ 条 任 命 権 者 は ， 年 齢 ６ ０ 年 に 達 し た 日 以 後 に 退 職 （ 臨 時

的 に 任 用 さ れ る 職 員 そ の 他 の 法 律 に よ り 任 期 を 定 め て 任 用 さ れ

る 職 員 及 び 非 常 勤 職 員 が 退 職 す る 場 合 を 除 く 。 ） を し た 者 （ 以

下 こ の 条 及 び 次 条 に お い て 「 年 齢 ６ ０ 年 以 上 退 職 者 」 と い う 。 ）

を ， 従 前 の 勤 務 実 績 そ の 他 の 任 命 権 者 が 別 に 定 め る 情 報 に 基 づ

く 選 考 に よ り ， 短 時 間 勤 務 の 職 （ 法 第 ２ ２ 条 の ４ 第 １ 項 に 規 定

す る 短 時 間 勤 務 の 職 を い う 。 以 下 こ の 条 及 び 次 条 に お い て 同 じ 。 ）

に 採 用 す る こ と が で き る 。 た だ し ， 年 齢 ６ ０ 年 以 上 退 職 者 が そ

の 者 を 採 用 し よ う と す る 短 時 間 勤 務 の 職 に 係 る 定 年 退 職 日 相 当

日 （ 短 時 間 勤 務 の 職 を 占 め る 職 員 が ， 常 時 勤 務 を 要 す る 職 で そ

の 職 務 が 当 該 短 時 間 勤 務 の 職 と 同 種 の 職 を 占 め て い る も の と し

た 場 合 に お け る 定 年 退 職 日 を い う 。 ） を 経 過 し た 者 で あ る と き

は ， こ の 限 り で は な い 。

第 １ ３ 条 任 命 権 者 は ， 前 条 本 文 の 規 定 に よ る ほ か ， 本 市 が 組 織

す る 地 方 公 共 団 体 の 組 合 の 年 齢 ６ ０ 年 以 上 退 職 者 を ， 従 前 の 勤

務 実 績 そ の 他 の 任 命 権 者 が 別 に 定 め る 情 報 に 基 づ く 選 考 に よ り ，

短 時 間 勤 務 の 職 に 採 用 す る こ と が で き る 。

２ 前 項 の 場 合 に お い て は ， 前 条 た だ し 書 の 規 定 を 準 用 す る 。

第 ５ 章 雑 則

（ 雑 則 ）
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第 １ ４ 条 こ の 条 例 の 実 施 に 関 し 必 要 な 事 項 は ， 任 命 権 者 が 別 に

定 め る 。

付 則 に 次 の 見 出 し 及 び ３ 項 を 加 え る 。

（ 定 年 に 関 す る 経 過 措 置 ）

３ 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 １ ３ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で の 間 に お け

る 第 ３ 条 第 １ 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は ， 次 の 表 の 左 欄 に 掲 げ

る 期 間 の 区 分 に 応 じ ， 同 項 中 「 ６ ５ 年 」 と あ る の は ， そ れ ぞ れ

同 表 の 右 欄 に 掲 げ る 字 句 と す る 。

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ７ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で ６１年

令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ９ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で ６２年

令 和 ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 １ １ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で ６３年

令 和 １ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 １ ３ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で ６４年

４ 前 項 の 規 定 は ， 市 立 伊 丹 病 院 に お い て 医 療 業 務 に 従 事 す る 医

師 及 び 歯 科 医 師 に つ い て は ， 適 用 し な い 。

（ 情 報 の 提 供 及 び 勤 務 の 意 思 の 確 認 ）

５ 任 命 権 者 は ， 当 分 の 間 ， 職 員 （ 臨 時 的 に 任 用 さ れ る 職 員 そ の

他 の 法 律 に よ り 任 期 を 定 め て 任 用 さ れ る 職 員 ， 非 常 勤 職 員 並 び

に 市 立 伊 丹 病 院 に お い て 医 療 業 務 に 従 事 す る 医 師 及 び 歯 科 医 師

を 除 く 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） が 年 齢 ６ ０ 年 に 達 す る 日

の 属 す る 年 度 の 前 年 度 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 情 報 の 提 供 及 び

勤 務 の 意 思 の 確 認 を 行 う べ き 年 度 」 と い う 。 ） （ 情 報 の 提 供 及

び 勤 務 の 意 思 の 確 認 を 行 う べ き 年 度 に 職 員 で な か っ た 者 で ， 当

該 情 報 の 提 供 及 び 勤 務 の 意 思 の 確 認 を 行 う べ き 年 度 の 末 日 後 に

採 用 さ れ た 職 員 （ 異 動 等 に よ り 情 報 の 提 供 及 び 勤 務 の 意 思 の 確

認 を 行 う べ き 年 度 の 末 日 を 経 過 す る こ と と な っ た 職 員 （ 以 下 こ

の 項 に お い て 「 末 日 経 過 職 員 」 と い う 。 ） を 除 く 。 ） に あ っ て

は ， 当 該 職 員 が 採 用 さ れ た 日 か ら 同 日 の 属 す る 年 度 の 末 日 ま で

の 期 間 ， 末 日 経 過 職 員 に あ っ て は ， 当 該 職 員 の 異 動 等 の 日 が 属

す る 年 度 （ 当 該 日 が 年 度 の 初 日 で あ る 場 合 は ， 当 該 年 度 の 前 年

度 ） ） に お い て ， 当 該 職 員 に 対 し ， 当 該 職 員 が 年 齢 ６ ０ 年 に 達
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す る 日 以 後 に 適 用 さ れ る 任 用 及 び 給 与 に 関 す る 措 置 の 内 容 そ の

他 の 必 要 な 情 報 を 提 供 す る も の と す る と と も に ， 同 日 の 翌 日 以

後 に お け る 勤 務 の 意 思 を 確 認 す る よ う 努 め る も の と す る 。

（ 伊 丹 市 一 般 職 員 服 務 分 限 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 ５ 条 伊 丹 市 一 般 職 員 服 務 分 限 条 例 （ 昭 和 ２ ６ 年 条 例 第 ２ １ ２ 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

題 名 の 次 に 次 の 目 次 を 付 す る 。

目 次

第 １ 章 総 則 （ 第 １ 条 ）

第 ２ 章 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 （ 第 ２ 条 ― 第 １ ７ 条 の ２ ）

第 ３ 章 服 務 の 宣 誓 （ 第 １ ８ 条 ― 第 ２ ０ 条 ）

第 ４ 章 職 務 に 専 念 す る 義 務 の 特 例 （ 第 ２ １ 条 ・ 第 ２ ２ 条 ）

第 ５ 章 政 治 的 行 為 の 制 限 （ 第 ２ ３ 条 ・ 第 ２ ４ 条 ）

第 ６ 章 削 除

第 ７ 章 分 限 （ 第 ３ ３ 条 ― 第 ３ ６ 条 の ２ ）

第 ８ 章 懲 戒 （ 第 ３ ７ 条 ― 第 ４ ３ 条 ）

第 ９ 章 雑 則 （ 第 ４ ４ 条 ）

附 則

第 ３ 条 第 ２ 項 中 「 法 第 ２ ８ 条 の ５ 第 １ 項 」 を 「 法 第 ２ ２ 条 の ４

第 １ 項 」 に 改 め る 。

第 １ ４ 条 中 「 と き 。 」 を 「 と き 」 に 改 め る 。

第 ２ ２ 条 第 ３ 号 及 び 第 ２ ４ 条 中 「 外 」 を 「 ほ か 」 に 改 め る 。

第 ３ ３ 条 の ２ 中 「 号 給 に 変 更 す る こ と を い う 。 ） 」 の 右 に 「 並

び に 法 第 ２ ８ 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る 降 給 （ 同 項 本 文 の 規 定 に よ

る 他 の 職 へ の 転 任 に よ り 現 に 属 す る 職 務 の 級 よ り 同 一 の 給 料 表 の

下 位 の 職 務 の 級 に 分 類 さ れ て い る 職 務 を 遂 行 す る こ と と な つ た 場

合 に お い て 、 降 格 す る こ と を い う 。 ） 」 を 加 え る 。

第 ３ ３ 条 の ３ 中 「 職 員 を 降 任 し た 」 を 「 職 員 が 降 任 に よ り 現 に

属 す る 職 務 の 級 よ り 同 一 の 給 料 表 の 下 位 の 職 務 の 級 に 分 類 さ れ て

い る 職 務 を 遂 行 す る こ と と な つ た 」 に 改 め る 。
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第 ３ ６ 条 の ２ 第 １ 項 中 「 禁 こ 」 を 「 禁 錮 」 に 改 め る 。

第 ４ １ 条 中 「 ６ カ 月 以 下 」 を 「 ６ 箇 月 以 下 の 期 間 、 そ の 発 令 の

日 に 受 け る 」 に 改 め ， 「 も の と す る 」 の 右 に 「 。 こ の 場 合 に お い

て 、 そ の 減 ず る 額 が 現 に 受 け る 給 料 又 は 報 酬 の １ ０ 分 の １ に 相 当

す る 額 を 超 え る と き は 、 当 該 額 を 減 ず る も の と す る 」 を 加 え る 。

第 ４ ３ 条 の 次 に 次 の 章 名 を 付 す る 。

第 ９ 章 雑 則

附 則 に 次 の ２ 項 を 加 え る 。

５ 給 与 条 例 附 則 第 ２ ５ 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 に 対 す る 第

３ ３ 条 の ２ の 適 用 に つ い て は 、 当 分 の 間 、 第 ３ ３ 条 の ２ 中 「 と

す る 」 と あ る の は 「 並 び に 給 与 条 例 附 則 第 ２ ５ 項 の 規 定 に よ る

降 給 と す る 」 と す る 。

６ 第 ３ ５ 条 の 規 定 は 、 給 与 条 例 附 則 第 ２ ５ 項 の 規 定 に よ る 降 給

の 場 合 に は 、 適 用 し な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 項 の 規 定 の 適

用 を 受 け る 職 員 に は 、 任 命 権 者 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 同

項 の 規 定 の 適 用 に よ り 給 料 月 額 が 異 動 す る こ と と な っ た 旨 の 通

知 を 行 う も の と す る 。

（ 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 ６ 条 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 ４ 年 伊 丹 市 条 例 第 １

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 ２ 条 第 ２ 号 中 「 第 ２ ０ 号 」 の 右 に 「 。 以 下 「 定 年 条 例 」 と い

う 。 」 を 加 え ， 同 条 中 第 ４ 号 を 第 ５ 号 と し ， 第 ３ 号 を 第 ４ 号 と し ，

第 ２ 号 の 次 に 次 の １ 号 を 加 え る 。

⑶  定 年 条 例 第 ９ 条 各 項 の 規 定 に よ り 異 動 期 間 （ こ れ ら の 規 定  

に よ り 延 長 さ れ た 期 間 を 含 む 。 第 １ ０ 条 第 ３ 号 に お い て 同 じ 。 ）

を 延 長 さ れ た 管 理 監 督 職 を 占 め る 職 員

第 １ ０ 条 第 ２ 号 中 「 伊 丹 市 職 員 の 定 年 等 に 関 す る 条 例 」 を 「 定

年 条 例 」 に 改 め ， 同 条 に 次 の １ 号 を 加 え る 。

⑶  定 年 条 例 第 ９ 条 各 項 の 規 定 に よ り 異 動 期 間 を 延 長 さ れ た 管

理 監 督 職 を 占 め る 職 員
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第 １ ９ 条 第 ２ 号 中 「 第 ２ ８ 条 の ５ 第 １ 項 」 を 「 第 ２ ２ 条 の ４ 第

１ 項 」 に ， 「 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 等 」 を 「 定 年 前 再 任 用 短 時 間

勤 務 職 員 等 」 に 改 め る 。

第 ２ ０ 条 第 １ 項 中 「 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 等 」 を 「 定 年 前 再 任

用 短 時 間 勤 務 職 員 等 」 に 改 め る 。

（ 伊 丹 市 職 員 の 厚 生 団 体 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 ７ 条 伊 丹 市 職 員 の 厚 生 団 体 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 ５ ８ 年 伊 丹 市 条

例 第 ３ ３ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 ２ 条 第 １ 項 中 「 お よ び 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ６

１ 号 ） 第 ２ ８ 条 の ５ 第 １ 項 ま た は 第 ２ ８ 条 の ６ 第 ２ 項 の 規 定 に よ

り 採 用 さ れ た 者 」 を 削 る 。

（ 伊 丹 市 人 事 行 政 の 運 営 等 の 状 況 の 公 表 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 ８ 条 伊 丹 市 人 事 行 政 の 運 営 等 の 状 況 の 公 表 に 関 す る 条 例 （ 平 成

１ ７ 年 伊 丹 市 条 例 第 ２ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 ２ 条 中 「 に お け る 」 の 右 に 「 職 員 （ 臨 時 的 に 任 用 さ れ た 職 員

及 び 非 常 勤 職 員 （ 法 第 ２ ２ 条 の ４ 第 １ 項 に 規 定 す る 短 時 間 勤 務 の

職 を 占 め る 職 員 及 び 法 第 ２ ２ 条 の ２ 第 １ 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 職 員 を

除 く 。 ） を 除 く 。 以 下 同 じ 。 ） に 係 る 」 を 加 え る 。

（ 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 ９ 条 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 ３ ２ 年 条 例 第 ４ ３

８ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 ９ 条 第 ３ 項 中 「 ２ 号 給 」 」 の 右 に 「 と 、 ６ ０ 歳 に 達 し た 日 以

後 の 最 初 の ３ 月 ３ １ 日 を 経 過 し て い る 職 員 （ 別 表 第 ４ ア の 適 用 を

受 け る 職 員 を 除 く 。 ） に 関 す る 前 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同

項 中 「 の 昇 給 の 号 給 数 を ４ 号 給 と す る こ と を 標 準 と し て 規 則 」 と

あ る の は 「 に つ い て 、 任 命 権 者 が 」 」 を 加 え る 。

第 ９ 条 の ２ の 前 の 見 出 し を 削 り ， 同 条 に 見 出 し と し て 「 （ 定 年

前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 の 給 料 月 額 ） 」 を 付 し ， 同 条 を 次 の よ う

に 改 め る 。

第 ９ 条 の ２ 法 第 ２ ２ 条 の ４ 第 １ 項 又 は 第 ２ ２ 条 の ５ 第 １ 項 の 規
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定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 （ 以 下 「 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」

と い う 。 ） の 給 料 月 額 は 、 当 該 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 に

適 用 さ れ る 給 料 表 の 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 の 欄 に 掲 げ る

基 準 給 料 月 額 の う ち 、 当 該 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 の 属 す

る 職 務 の 級 に 応 じ た 額 に 、 分 限 条 例 第 ３ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り

定 め ら れ た 当 該 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 の 勤 務 時 間 を 同 条

第 １ 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 を 乗 じ て 得 た 額 と す

る 。

第 ９ 条 の ３ を 削 り ， 第 ９ 条 の ４ を 第 ９ 条 の ３ と す る 。

第 １ ３ 条 の ３ 第 １ 項 第 １ 号 中 「 以 下 」 の 右 に 「 こ の 項 及 び 次 項

に お い て 」 を 加 え ， 同 項 第 ２ 号 中 「 以 下 」 の 右 に 「 こ の 条 に お い

て 」 を 加 え ， 同 条 第 ２ 項 第 １ 号 中 「 そ の 者 」 を 「 当 該 職 員 」 に ，

「 以 下 」 の 右 に 「 こ の 号 及 び 第 ３ 号 に お い て 」 を 加 え ， 同 項 第 ２

号 中 「 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 ， 」 を 「 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職

員 、 」 に 改 め ， 同 項 第 ３ 号 中 「 そ の 者 」 を 「 当 該 職 員 」 に 改 め る 。

第 １ ６ 条 第 ２ 項 中 「 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 を 「 定 年 前 再 任 用

短 時 間 勤 務 職 員 」 に 改 め ， 同 条 第 ３ 項 中 「 （ 前 項 の 規 定 に よ り 読

み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 」 を 削 る 。

第 ２ １ 条 第 ３ 項 中 「 再 任 用 職 員 」 を 「 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務

職 員 」 に 改 め る 。

第 ２ ２ 条 第 ２ 項 中 「 そ の 者 」 を 「 当 該 職 員 」 に ， 「 ， 」 を 「 、 」

に 改 め ， 同 条 第 ３ 項 中 「 再 任 用 職 員 」 を 「 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤

務 職 員 」 に 改 め る 。

第 ２ ２ 条 の ２ 第 ３ 号 ， 同 条 第 ４ 号 ， 第 ２ ２ 条 の ３ 第 １ 項 第 １ 号

及 び 同 条 第 ３ 項 第 １ 号 中 「 禁 錮
こ

」 を 「 禁 錮 」 に 改 め る 。

第 ２ ３ 条 第 １ 項 中 「 そ の 者 」 を 「 当 該 職 員 」 に 改 め ， 同 条 第 ２

項 各 号 中 「 再 任 用 職 員 」 を 「 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 に 改

め る 。

第 ２ ３ 条 の ２ 第 １ 項 中 「 規 則 の 」 を 「 規 則 で 」 に 改 め ， 同 条 第

２ 項 中 「 再 任 用 職 員 」 を 「 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 に 改 め
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る 。

第 ２ ９ 条 （ 見 出 し を 含 む 。 ） 中 「 臨 時 に 雇 用 さ れ る 職 員 」 を 「

臨 時 的 に 任 用 さ れ る 職 員 」 に 改 め る 。

附 則 に 次 の ７ 項 を 加 え る 。

２ ５ 当 分 の 間 、 職 員 の 給 料 月 額 は 、 当 該 職 員 が ６ ０ 歳 に 達 し た

日 後 に お け る 最 初 の ４ 月 １ 日 （ 附 則 第 ２ ７ 項 に お い て 「 特 定 日 」

と い う 。 ） 以 後 、 当 該 職 員 に 適 用 さ れ る 給 料 表 の 給 料 月 額 の う

ち 、 当 該 職 員 の 属 す る 職 務 の 級 及 び 当 該 職 員 の 受 け る 号 給 に 応

じ た 額 に １ ０ ０ 分 の ７ ０ を 乗 じ て 得 た 額 （ 当 該 額 に 、 ５ ０ 円 未

満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 切 り 捨 て 、 ５ ０ 円 以 上 １ ０ ０ 円

未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を １ ０ ０ 円 に 切 り 上 げ る も の と

す る 。 ） と す る 。

２ ６ 前 項 の 規 定 は 、 次 に 掲 げ る 職 員 に は 適 用 し な い 。

⑴  臨 時 的 に 任 用 さ れ る 職 員 そ の 他 の 法 律 に よ り 任 期 を 定 め て

任 用 さ れ る 職 員

⑵  市 立 伊 丹 病 院 に お い て 医 療 業 務 に 従 事 す る 医 師 及 び 歯 科 医

師

⑶  伊 丹 市 職 員 の 定 年 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 ５ ９ 年 伊 丹 市 条 例  

第 ２ ０ 号 。 以 下 こ の 号 及 び 次 号 に お い て 「 定 年 条 例 」 と い う 。 ）

第 ９ 条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 同 条 第 １ 項 に 規 定 す る

異 動 期 間 （ 同 項 又 は 同 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 延 長 さ れ た 期 間

を 含 む 。 ） を 延 長 さ れ た 定 年 条 例 第 ６ 条 に 規 定 す る 管 理 監 督

職 を 占 め る 職 員

⑷  定 年 条 例 第 ４ 条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 勤 務 し て い

る 職 員 （ 定 年 条 例 第 ２ 条 に 規 定 す る 定 年 退 職 日 に お い て 前 項

の 規 定 が 適 用 さ れ て い た 職 員 を 除 く 。 ）

２ ７ 法 第 ２ ８ 条 の ２ 第 ４ 項 に 規 定 す る 他 の 職 へ の 降 任 等 を さ れ

た 職 員 で あ つ て 、 当 該 他 の 職 へ の 降 任 等 を さ れ た 日 （ 以 下 こ の

項 及 び 附 則 第 ２ ９ 項 に お い て 「 異 動 日 」 と い う 。 ） の 前 日 か ら

引 き 続 き 同 一 の 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 の う ち 、 特 定 日 に 附
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則 第 ２ ５ 項 の 規 定 に よ り 当 該 職 員 の 受 け る 給 料 月 額 （ 以 下 こ の

項 に お い て 「 特 定 日 給 料 月 額 」 と い う 。 ） が 異 動 日 の 前 日 に 当

該 職 員 が 受 け て い た 給 料 月 額 に １ ０ ０ 分 の ７ ０ を 乗 じ て 得 た 額

（ 当 該 額 に 、 ５ ０ 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 切 り 捨 て 、

５ ０ 円 以 上 １ ０ ０ 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を １ ０ ０ 円

に 切 り 上 げ る も の と す る 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 基 礎 給 料 月 額 」

と い う 。 ） に 達 し な い こ と と な る 職 員 （ 任 命 権 者 が 別 に 定 め る

職 員 を 除 く 。 ） に は 、 当 分 の 間 、 特 定 日 以 後 、 附 則 第 ２ ５ 項 の

規 定 に よ り 当 該 職 員 の 受 け る 給 料 月 額 の ほ か 、 基 礎 給 料 月 額 と

特 定 日 給 料 月 額 と の 差 額 に 相 当 す る 額 を 給 料 と し て 支 給 す る 。

２ ８ 前 項 の 規 定 に よ る 給 料 の 額 と 当 該 給 料 を 支 給 さ れ る 職 員 の

受 け る 給 料 月 額 と の 合 計 額 が 当 該 職 員 の 属 す る 職 務 の 級 に お け

る 最 高 の 号 給 の 給 料 月 額 を 超 え る 場 合 に お け る 前 項 の 規 定 の 適

用 に つ い て は 、 同 項 中 「 基 礎 給 料 月 額 と 特 定 日 給 料 月 額 」 と あ

る の は 、 「 当 該 職 員 の 属 す る 職 務 の 級 に お け る 最 高 の 号 給 の 給

料 月 額 と 当 該 職 員 の 受 け る 給 料 月 額 」 と す る 。

２ ９ 異 動 日 の 前 日 か ら 引 き 続 き 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 （ 附

則 第 ２ ５ 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 に 限 り 、 附 則 第 ２ ７ 項 に

規 定 す る 職 員 を 除 く 。 ） で あ つ て 、 同 項 の 規 定 に よ る 給 料 を 支

給 さ れ る 職 員 と の 権 衡 上 必 要 が あ る と 認 め ら れ る 職 員 に は 、 当

分 の 間 、 当 該 職 員 の 受 け る 給 料 月 額 の ほ か 、 任 命 権 者 が 別 に 定

め る と こ ろ に よ り 、 前 ２ 項 の 規 定 に 準 じ て 算 出 し た 額 を 給 料 と

し て 支 給 す る 。

３ ０ 附 則 第 ２ ７ 項 又 は 前 項 の 規 定 に よ る 給 料 を 支 給 さ れ る 職 員

以 外 の 附 則 第 ２ ５ 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 で あ つ て 、 任 用

の 事 情 を 考 慮 し て 当 該 給 料 を 支 給 さ れ る 職 員 と の 権 衡 上 必 要 が

あ る と 認 め ら れ る 職 員 に は 、 当 分 の 間 、 当 該 職 員 の 受 け る 給 料

月 額 の ほ か 、 任 命 権 者 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 前 ３ 項 の 規

定 に 準 じ て 算 出 し た 額 を 給 料 と し て 支 給 す る 。

３ １ 附 則 第 ２ ５ 項 か ら 前 項 ま で に 定 め る も の の ほ か 、 附 則 第 ２
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５ 項 の 規 定 に よ る 給 料 月 額 、 附 則 第 ２ ７ 項 の 規 定 に よ る 給 料 そ

の 他 附 則 第 ２ ５ 項 か ら 前 項 ま で の 規 定 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項

は 、 任 命 権 者 が 別 に 定 め る 。

別 表 第 １ 再 任 用 職 員 以 外 の 職 員 の 項 中 「 再 任 用 職 員 」 を 「 定 年

前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 に 改 め ， 同 表 再 任 用 職 員 の 項 を 次 の よ

う に 改 め る 。

定 年
前 再
任 用
短 時
間 勤
務 職
員

基 準 給

料 月 額

基 準 給

料 月 額

基 準 給

料 月 額

基 準 給

料 月 額

基 準 給

料 月 額

基 準 給

料 月 額

基 準 給

料 月 額

基 準 給

料 月 額

187,700 215,200 255,200 274,600 289,700 315,100 356,800 389,900

別 表 第 ２ 再 任 用 職 員 以 外 の 職 員 の 項 中 「 再 任 用 職 員 」 を 「 定 年

前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 に 改 め ， 同 表 再 任 用 職 員 の 項 を 次 の よ

う に 改 め る 。

定 年
前 再
任 用
短 時
間 勤
務 職
員

基 準 給

料 月 額

基 準 給

料 月 額

基 準 給

料 月 額

基 準 給

料 月 額

基 準 給

料 月 額

234,000 274,300 301,300 331,100 415,200

別 表 第 ３ 再 任 用 職 員 以 外 の 職 員 の 項 中 「 再 任 用 職 員 」 を 「 定 年

前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 に 改 め ， 同 表 再 任 用 職 員 の 項 を 次 の よ

う に 改 め る 。

定 年
前 再
任 用
短 時
間 勤
務 職
員

基 準 給

料 月 額

基 準 給

料 月 額

基 準 給

料 月 額

基 準 給

料 月 額

基 準 給

料 月 額

基 準 給

料 月 額

基 準 給

料 月 額

187,700 255，200 274，600 289，700 315，100 356，800 389，900

別 表 第 ４ ア 再 任 用 職 員 以 外 の 職 員 の 項 中 「 再 任 用 職 員 」 を 「 定

年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 に 改 め ， 同 表 再 任 用 職 員 の 項 を 次 の

よ う に 改 め る 。

定 年
前 再
任 用
短 時
間 勤
務 職
員

基 準 給
料 月 額

基 準 給
料 月 額

基 準 給
料 月 額

297，400 323，500 401，300

別 表 第 ４ イ 再 任 用 職 員 以 外 の 職 員 の 項 中 「 再 任 用 職 員 」 を 「 定

年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 に 改 め ， 同 表 再 任 用 職 員 の 項 を 次 の

よ う に 改 め る 。
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定 年
前 再
任 用
短 時
間 勤
務 職
員

基 準 給

料 月 額

基 準 給

料 月 額

基 準 給

料 月 額

基 準 給

料 月 額

基 準 給

料 月 額

基 準 給

料 月 額

基 準 給

料 月 額

150，800 187，700 242，900 255，200 274，600 315，100 389，900

（ 伊 丹 市 職 員 退 職 手 当 支 給 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 １ ０ 条 伊 丹 市 職 員 退 職 手 当 支 給 条 例 （ 昭 和 ２ ７ 年 条 例 第 ２ ３ ７

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 １ 条 中 「 す る 職 員 」 の 右 に 「 の う ち 常 時 勤 務 に 服 す る こ と を

要 す る も の 」 を 加 え ， 「 及 び 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２

６ １ 号 ） 第 ２ ２ 条 の ２ 第 １ 項 第 ２ 号 、 第 ２ ８ 条 の ４ 第 １ 項 、 第 ２

８ 条 の ５ 第 １ 項 若 し く は 第 ２ ８ 条 の ６ 第 １ 項 若 し く は 第 ２ 項 又 は

伊 丹 市 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 に 関 す る 条 例 （ 平 成 １ ９ 年 伊 丹

市 条 例 第 ４ 号 ） 第 ４ 条 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 」 を 削 る 。

第 ２ 条 第 ２ 項 た だ し 書 中 「 地 方 公 務 員 法 」 の 右 に 「 （ 昭 和 ２ ５

年 法 律 第 ２ ６ １ 号 ） 」 を 加 え る 。

第 ５ 条 第 ２ 項 中 「 （ 前 項 の 」 を 「 （ 同 項 の 」 に 改 め る 。

第 ５ 条 の ３ 中 「 １ ０ 年 」 を 「 １ ５ 年 」 に 改 め る 。

第 ５ 条 の ９ 第 １ 項 中 「 除 く 。 以 下 」 を 「 除 く 。 第 ９ 条 第 ４ 項 に

お い て 」 に 改 め ， 「 額 （ 以 下 」 の 右 に 「 こ の 項 及 び 第 ５ 項 に お い

て 」 を 加 え る 。

第 １ ３ 条 第 １ 項 第 ２ 号 及 び 第 ３ 号 中 「 再 任 用 職 員 」 を 「 定 年 前

再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 に 改 め る 。

第 １ ４ 条 第 １ 項 中 「 場 合 に あ つ て は 」 を 「 場 合 に は 」 に 改 め ，

同 項 第 ２ 号 及 び 第 ３ 号 中 「 再 任 用 職 員 」 を 「 定 年 前 再 任 用 短 時 間

勤 務 職 員 」 に 改 め る 。

第 １ ６ 条 第 １ 項 中 「 。 以 下 こ の 条 」 を 「 。 以 下 こ の 項 か ら 第 ６

項 ま で 」 に ， 「 に あ つ て は 」 を 「 に は 」 に 改 め ， 同 条 第 ２ 項 か ら

第 ４ 項 ま で の 規 定 中 「 に あ つ て は 」 を 「 に は 」 に 改 め ， 同 条 第 ５

項 中 「 再 任 用 職 員 」 を 「 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 に ， 「 に

あ つ て は 」 を 「 に は 」 に 改 め る 。

附 則 に 次 の 見 出 し 及 び ５ 項 を 加 え る 。
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（ 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 以 後 に 退 職 す る 者 に 関 す る 経 過 措 置 ）

４ 当 分 の 間 、 第 ４ 条 第 １ 項 の 規 定 は 、 １ １ 年 以 上 ２ ５ 年 未 満 の

期 間 勤 続 し た 者 で あ つ て 、 ６ ０ 歳 に 達 し た 日 以 後 そ の 者 の 非 違

に よ る こ と な く 退 職 し た 者 （ 定 年 の 定 め の な い 職 を 退 職 し た 者

及 び 同 項 又 は 同 条 第 ２ 項 の 規 定 に 該 当 す る 者 を 除 く 。 ） に 対 す

る 退 職 手 当 の 基 本 額 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お け る 第 ３

条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 第 １ 項 中 「 又 は 第 ５ 条 」 と あ

る の は 、 「 、 第 ５ 条 又 は 附 則 第 ４ 項 」 と す る 。

５ 当 分 の 間 、 第 ５ 条 第 １ 項 の 規 定 は 、 ２ ５ 年 以 上 の 期 間 勤 続 し

た 者 で あ つ て 、 ６ ０ 歳 に 達 し た 日 以 後 そ の 者 の 非 違 に よ る こ と

な く 退 職 し た 者 （ 定 年 の 定 め の な い 職 を 退 職 し た 者 及 び 同 項 又

は 同 条 第 ２ 項 の 規 定 に 該 当 す る 者 を 除 く 。 ） に 対 す る 退 職 手 当

の 基 本 額 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お け る 第 ３ 条 の 規 定 の

適 用 に つ い て は 、 同 条 第 １ 項 中 「 又 は 第 ５ 条 」 と あ る の は 、 「 、

第 ５ 条 又 は 附 則 第 ５ 項 」 と す る 。

６ 前 ２ 項 の 規 定 は 、 市 立 伊 丹 病 院 に お い て 医 療 業 務 に 従 事 す る

医 師 及 び 歯 科 医 師 が 退 職 し た 場 合 に 支 給 す る 退 職 手 当 の 基 本 額

に つ い て は 適 用 し な い 。

７ 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 附 則 第 ２ ５ 項 の 規 定 に よ る

職 員 の 給 料 月 額 の 改 定 は 、 給 料 月 額 の 減 額 改 定 に 該 当 し な い も

の と す る 。

８ 当 分 の 間 、 第 ５ 条 第 １ 項 に 掲 げ る 者 （ ２ ５ 年 以 上 勤 続 し 、 法

律 の 規 定 に 基 づ く 任 期 を 終 え て 退 職 し た 者 を 除 く 。 ） に 対 す る

第 ５ 条 の ３ 及 び 第 ５ 条 の ８ の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 第 ５ 条 の

３ 本 文 中 「 定 年 に 達 す る 日 」 と あ る の は 、 「 定 年 （ 市 立 伊 丹 病

院 に お い て 医 療 業 務 に 従 事 す る 医 師 お よ び 歯 科 医 師 以 外 の 職 員

に あ っ て は ６ ０ 歳 と す る 。 ） に 達 す る 日 」 と 、 「 １ ５ 年 」 と あ

る の は 「 １ ０ 年 」 と 、 第 ５ 条 の ３ の 表 第 ５ 条 第 １ 項 の 項 、 第 ５

条 の ２ 第 １ 項 第 １ 号 の 項 及 び 第 ５ 条 の ２ 第 １ 項 第 ２ 号 の 項 並 び

に 第 ５ 条 の ８ の 表 第 ５ 条 の ６ の 項 、 第 ５ 条 の ７ 第 １ 号 の 項 及 び
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第 ５ 条 の ７ 第 ２ 号 の 項 中 「 定 年 」 と あ る の は 「 定 年 （ 市 立 伊 丹

病 院 に お い て 医 療 業 務 に 従 事 す る 医 師 お よ び 歯 科 医 師 以 外 の 職

員 に あ っ て は ６ ０ 歳 と す る 。 ） 」 と す る 。

（ 伊 丹 市 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 お よ び 基 準 に 関 す る 条 例 の 一 部 改

正 ）

第 １ １ 条 伊 丹 市 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 お よ び 基 準 に 関 す る 条 例 （

昭 和 ４ ２ 年 伊 丹 市 条 例 第 １ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 ２ 条 第 １ 項 中 「 第 ２ ８ 条 の ５ 第 １ 項 」 を 「 第 ２ ２ 条 の ４ 第 １

項 」 に 改 め る 。

第 ３ 条 第 ２ 項 中 「 第 ２ ８ 条 の ４ 第 １ 項 ， 第 ２ ８ 条 の ５ 第 １ 項 ま

た は 第 ２ ８ 条 の ６ 第 １ 項 も し く は 第 ２ 項 」 を 「 第 ２ ２ 条 の ４ 第 １

項 ま た は 第 ２ ２ 条 の ５ 第 １ 項 」 に ， 「 再 任 用 職 員 」 を 「 定 年 前 再

任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 に 改 め る 。

第 １ ７ 条 第 ２ 項 中 「 育 児 休 業 法 」 を 「 地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等

に 関 す る 法 律 （ 平 成 ３ 年 法 律 第 １ １ ０ 号 。 以 下 「 育 児 休 業 法 」 と

い う 。 ） 」 に 改 め る 。

第 １ ８ 条 の ３ 第 １ 項 中 「 地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律

（ 平 成 ３ 年 法 律 第 １ １ ０ 号 ） 」 を 「 育 児 休 業 法 」 に 改 め る 。

第 ２ ０ 条 の 見 出 し 中 「 再 任 用 職 員 」 を 「 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤

務 職 員 」 に 改 め ， 同 条 中 「 再 任 用 職 員 お よ び 」 を 「 定 年 前 再 任 用

短 時 間 勤 務 職 員 ， 育 児 休 業 法 第 １ ８ 条 第 １ 項 ま た は 」 に 改 め る 。

付 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 条 例 は ， 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し ， 付 則 第

２ ６ 項 の 規 定 は ， 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 伊 丹 市 職 員 の 公 益 的 法 人 等 へ の 派 遣 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正

に 伴 う 経 過 措 置 ）

２ 暫 定 再 任 用 職 員 （ 付 則 第 ６ 項 ， 第 ７ 項 又 は 第 １ １ 項 か ら 第 １ ６

項 ま で の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） は ， 第

３ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 伊 丹 市 職 員 の 公 益 的 法 人 等 へ の 派 遣 等
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に 関 す る 条 例 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 新 条 例 」 と い う 。 ） 第 ２ 条

第 ２ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ６ １

号 ） 第 ２ ２ 条 の ４ 第 １ 項 又 は 第 ２ ２ 条 の ５ 第 １ 項 に 規 定 す る 職 員

と み な し て ， 新 条 例 の 規 定 を 適 用 す る 。

（ 勤 務 延 長 に 関 す る 経 過 措 置 ）

３ 任 命 権 者 は ， こ の 条 例 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ）

前 に 第 ４ 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 伊 丹 市 職 員 の 定 年 等 に 関 す る 条

例 （ 以 下 「 旧 条 例 」 と い う 。 ） 第 ４ 条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 の 規 定 に

よ り 勤 務 す る こ と と さ れ ， か つ ， 同 条 第 １ 項 の 期 限 又 は 同 条 第 ２

項 の 規 定 に よ り 延 長 さ れ た 期 限 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 旧 条 例 勤

務 延 長 期 限 」 と い う 。 ） が 施 行 日 以 後 に 到 来 す る 職 員 （ 以 下 こ の

項 に お い て 「 旧 条 例 勤 務 延 長 職 員 」 と い う 。 ） に つ い て ， 旧 条 例

勤 務 延 長 期 限 又 は こ の 項 の 規 定 に よ り 延 長 さ れ た 期 限 が 到 来 す る

場 合 に お い て ， 第 ４ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 伊 丹 市 職 員 の 定 年 等

に 関 す る 条 例 （ 以 下 付 則 第 ４ 項 ， 第 ５ 項 ， 第 ７ 項 ， 第 １ １ 項 ， 第

１ ４ 項 ， 第 １ ６ 項 及 び 第 ２ ５ 項 に お い て 「 新 条 例 」 と い う 。 ） 第

４ 条 第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 事 由 が あ る と 認 め る と き は ， こ れ ら の 期

限 の 翌 日 か ら 起 算 し て １ 年 を 超 え な い 範 囲 内 で 期 限 を 延 長 す る こ

と が で き る 。 た だ し ， 当 該 期 限 は ， 当 該 旧 条 例 勤 務 延 長 職 員 に 係

る 旧 条 例 第 ２ 条 に 規 定 す る 定 年 退 職 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ３ 年 を

超 え る こ と が で き な い 。

４ 任 命 権 者 は ， 基 準 日 （ 施 行 日 ， 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 ， 令 和 ９ 年 ４

月 １ 日 ， 令 和 １ １ 年 ４ 月 １ 日 及 び 令 和 １ ３ 年 ４ 月 １ 日 を い う 。 以

下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） か ら 当 該 基 準 日 の 属 す る 年 の 翌 年 の ３

月 ３ １ 日 ま で の 間 ， 当 該 基 準 日 に お け る 新 条 例 第 ３ 条 に 規 定 す る

定 年 （ 以 下 「 新 条 例 定 年 」 を い う 。 ） が 当 該 基 準 日 の 前 日 に お け

る 新 条 例 定 年 （ 当 該 基 準 日 が 施 行 日 で あ る 場 合 に は ， 施 行 日 の 前

日 に お け る 旧 条 例 第 ３ 条 に 規 定 す る 定 年 （ 以 下 「 旧 条 例 定 年 」 と

い う 。 ） ） を 超 え る 職 （ 基 準 日 に お け る 新 条 例 第 ３ 条 に 規 定 す る

定 年 で あ る 職 に 限 る 。 ） 及 び こ れ に 相 当 す る 当 該 基 準 日 以 後 に 設
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置 さ れ た 職 そ の 他 の 任 命 権 者 が 別 に 定 め る 職 に ， 当 該 基 準 日 か ら

当 該 基 準 日 の 属 す る 年 の 翌 年 の ３ 月 ３ １ 日 ま で の 間 に 新 条 例 第 ４

条 第 １ 項 若 し く は 第 ２ 項 の 規 定 ， 地 方 公 務 員 法 の 一 部 を 改 正 す る

法 律 （ 令 和 ３ 年 法 律 第 ６ ３ 号 。 以 下 「 令 和 ３ 年 改 正 法 」 と い う 。 ）

附 則 第 ３ 条 第 ５ 項 又 は 前 項 の 規 定 に よ り 勤 務 し て い る 職 員 の う ち ，

当 該 基 準 日 の 前 日 に お い て 同 日 に お け る 当 該 職 に 係 る 新 条 例 定 年

（ 当 該 基 準 日 が 施 行 日 で あ る 場 合 に は ， 施 行 日 の 前 日 に お け る 旧

条 例 定 年 ） に 達 し て い る 職 員 を ， 昇 任 し ， 降 任 し ， 又 は 転 任 す る

こ と が で き な い 。

５ 新 条 例 第 ４ 条 第 ３ 項 か ら 第 ５ 項 ま で の 規 定 は ， 付 則 第 ３ 項 の 規

定 に よ る 勤 務 に つ い て 準 用 す る 。

（ 定 年 退 職 者 等 の 再 任 用 に 関 す る 経 過 措 置 ）

６ 任 命 権 者 は ， 次 に 掲 げ る 者 の う ち ， 年 齢 ６ ５ 年 に 達 す る 日 以 後

に お け る 最 初 の ３ 月 ３ １ 日 （ 以 下 「 特 定 年 齢 到 達 年 度 の 末 日 」 と

い う 。 ） ま で の 間 に あ る 者 で あ っ て ， 当 該 者 を 採 用 し よ う と す る

常 時 勤 務 を 要 す る 職 に 係 る 旧 条 例 定 年 （ 施 行 日 以 後 に 新 た に 設 置

さ れ た 職 及 び 施 行 日 以 後 に 組 織 の 変 更 等 に よ り 名 称 が 変 更 さ れ た

職 に あ っ て は ， 当 該 職 が 施 行 日 の 前 日 に 設 置 さ れ て い た も の と し

た 場 合 に お け る 旧 条 例 定 年 に 準 じ た 当 該 職 に 係 る 年 齢 。 付 則 第 １

１ 項 に お い て 同 じ 。 ） に 達 し て い る 者 を ， 従 前 の 勤 務 実 績 そ の 他

の 任 命 権 者 が 別 に 定 め る 情 報 に 基 づ く 選 考 に よ り ， １ 年 を 超 え な

い 範 囲 内 で 任 期 を 定 め ， 当 該 常 時 勤 務 を 要 す る 職 に 採 用 す る こ と

が で き る 。

 ⑴  施 行 日 前 に 旧 条 例 第 ２ 条 の 規 定 に よ り 退 職 し た 者  

⑵  旧 条 例 第 ４ 条 第 １ 項 若 し く は 第 ２ 項 ， 令 和 ３ 年 改 正 法 附 則 第

３ 条 第 ５ 項 又 は 付 則 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 勤 務 し た 後 退 職 し た 者

 ⑶  ２ ５ 年 以 上 勤 続 し て 施 行 日 前 に 退 職 し た 者 （ 前 号 に 掲 げ る 者

を 除 く 。 次 号 に お い て 同 じ 。 ） で あ っ て ， 当 該 退 職 の 日 の 翌 日

か ら 起 算 し て ５ 年 を 経 過 す る 日 ま で の 間 に あ る 者

 ⑷  ２ ５ 年 以 上 勤 続 し て 施 行 日 前 に 退 職 し た 者 で あ っ て ， 当 該 退  
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職 の 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ５ 年 を 経 過 す る 日 ま で の 間 に ， 令 和

３ 年 改 正 法 に よ る 改 正 前 の 地 方 公 務 員 法 第 ２ ８ 条 の ４ 第 １ 項 ，

第 ２ ８ 条 の ５ 第 １ 項 若 し く は 第 ２ ８ 条 の ６ 第 １ 項 若 し く は 第 ２

項 の 規 定 に よ る 採 用 （ 以 下 「 旧 地 方 公 務 員 法 再 任 用 」 と い う 。 ）

又 は 暫 定 再 任 用 （ こ の 項 若 し く は 次 項 又 は 付 則 第 １ １ 項 か ら 第

１ ６ 項 ま で の 規 定 に よ り 採 用 す る こ と を い う 。 次 項 第 ６ 号 に お

い て 同 じ 。 ） を さ れ た こ と が あ る 者

７ 令 和 １ ４ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で の 間 ， 任 命 権 者 は ， 次 に 掲 げ る 者 の

う ち ， 特 定 年 齢 到 達 年 度 の 末 日 ま で の 間 に あ る 者 で あ っ て ， 当 該

者 を 採 用 し よ う と す る 常 時 勤 務 を 要 す る 職 に 係 る 新 条 例 定 年 に 達

し て い る 者 を ， 従 前 の 勤 務 実 績 そ の 他 の 任 命 権 者 が 別 に 定 め る 情

報 に 基 づ く 選 考 に よ り ， １ 年 を 超 え な い 範 囲 内 で 任 期 を 定 め ， 当

該 常 時 勤 務 を 要 す る 職 に 採 用 す る こ と が で き る 。

 ⑴  施 行 日 以 後 に 新 条 例 第 ２ 条 の 規 定 に よ り 退 職 し た 者  

 ⑵  施 行 日 以 後 に 新 条 例 第 ４ 条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 勤

務 し た 後 退 職 し た 者

 ⑶  施 行 日 以 後 に 新 条 例 第 １ ２ 条 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 者 の う

ち ， 令 和 ３ 年 改 正 法 に よ る 改 正 後 の 地 方 公 務 員 法 （ 以 下 「 新 地

方 公 務 員 法 」 と い う 。 ） 第 ２ ２ 条 の ４ 第 ３ 項 に 規 定 す る 任 期 が

満 了 し た こ と に よ り 退 職 し た 者

 ⑷  施 行 日 以 後 に 新 条 例 第 １ ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た

者 の う ち ， 新 地 方 公 務 員 法 第 ２ ２ 条 の ５ 第 ３ 項 に お い て 準 用 す

る 新 地 方 公 務 員 法 第 ２ ２ 条 の ４ 第 ３ 項 に 規 定 す る 任 期 が 満 了 し

た こ と に よ り 退 職 し た 者

 ⑸  ２ ５ 年 以 上 勤 続 し て 施 行 日 以 後 に 退 職 し た 者 （ 前 各 号 に 掲 げ

る 者 を 除 く 。 次 号 に お い て 同 じ 。 ） で あ っ て ， 当 該 退 職 の 日 の

翌 日 か ら 起 算 し て ５ 年 を 経 過 す る 日 ま で の 間 に あ る 者

 ⑹  ２ ５ 年 以 上 勤 続 し て 施 行 日 以 後 に 退 職 し た 者 で あ っ て ， 当 該

退 職 の 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ５ 年 を 経 過 す る 日 ま で の 間 に ， 暫

定 再 任 用 を さ れ た こ と が あ る 者
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８ 前 ２ 項 の 任 期 又 は こ の 項 の 規 定 に よ り 更 新 さ れ た 任 期 は ， １ 年

を 超 え な い 範 囲 内 で 更 新 す る こ と が で き る 。 た だ し ， 当 該 任 期 の

末 日 は ， 前 ２ 項 の 規 定 に よ り 採 用 す る 者 又 は こ の 項 の 規 定 に よ り

任 期 を 更 新 す る 者 の 特 定 年 齢 到 達 年 度 の 末 日 以 前 で な け れ ば な ら

な い 。

９ 暫 定 再 任 用 職 員 の 前 項 の 規 定 に よ る 任 期 の 更 新 は ， 当 該 暫 定 再

任 用 職 員 の 当 該 更 新 直 前 の 任 期 に お け る 勤 務 実 績 が 良 好 で あ る 場

合 に 行 う こ と が で き る 。

１ ０ 任 命 権 者 は ， 暫 定 再 任 用 職 員 の 任 期 を 更 新 す る 場 合 は ， あ ら

か じ め 当 該 暫 定 再 任 用 職 員 の 同 意 を 得 な け れ ば な ら な い 。

１ １ 任 命 権 者 は ， 付 則 第 ６ 項 の 規 定 に よ る ほ か ， 新 条 例 第 １ ３ 条

第 １ 項 の 組 合 （ 以 下 次 項 ， 付 則 第 １ ５ 項 及 び 第 １ ６ 項 に お い て 「

組 合 」 と い う 。 ） に お け る 付 則 第 ６ 項 各 号 に 掲 げ る 者 の う ち ， 特

定 年 齢 到 達 年 度 の 末 日 ま で の 間 に あ る 者 で あ っ て ， 当 該 者 を 採 用

し よ う と す る 常 時 勤 務 を 要 す る 職 に 係 る 旧 条 例 定 年 に 達 し て い る

者 を ， 従 前 の 勤 務 実 績 そ の 他 の 任 命 権 者 が 別 に 定 め る 情 報 に 基 づ

く 選 考 に よ り ， １ 年 を 超 え な い 範 囲 内 で 任 期 を 定 め ， 当 該 常 時 勤

務 を 要 す る 職 に 採 用 す る こ と が で き る 。

１ ２ 令 和 １ ４ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で の 間 ， 任 命 権 者 は 付 則 第 ７ 項 の 規

定 に よ る ほ か ， 組 合 に お け る 同 項 各 号 に 掲 げ る 者 の う ち ， 特 定 年

齢 到 達 年 度 の 末 日 ま で の 間 に あ る 者 で あ っ て ， 当 該 者 を 採 用 し よ

う と す る 常 時 勤 務 を 要 す る 職 に 係 る 新 条 例 定 年 に 達 し て い る 者 を ，

従 前 の 勤 務 実 績 そ の 他 の 任 命 権 者 が 別 に 定 め る 情 報 に 基 づ く 選 考

に よ り ， １ 年 を 超 え な い 範 囲 内 で 任 期 を 定 め ， 当 該 常 時 勤 務 を 要

す る 職 に 採 用 す る こ と が で き る 。

１ ３ 任 命 権 者 は ， 新 地 方 公 務 員 法 第 ２ ２ 条 の ４ 第 ４ 項 の 規 定 に か

か わ ら ず ， 付 則 第 ６ 項 各 号 に 掲 げ る 者 の う ち ， 特 定 年 齢 到 達 年 度

の 末 日 ま で の 間 に あ る 者 で あ っ て ， 当 該 者 を 採 用 し よ う と す る 新

地 方 公 務 員 法 第 ２ ２ 条 の ４ 第 １ 項 に 規 定 す る 短 時 間 勤 務 の 職 （ 以

下 「 短 時 間 勤 務 の 職 」 と い う 。 ） に 係 る 旧 条 例 定 年 相 当 年 齢 （ 短
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時 間 勤 務 の 職 を 占 め る 職 員 が 常 時 勤 務 を 要 す る 職 で そ の 職 務 が 当

該 短 時 間 勤 務 の 職 と 同 種 の 職 を 占 め て い る も の と し た 場 合 に お け

る 旧 条 例 定 年 （ 施 行 日 以 後 に 新 た に 設 置 さ れ た 短 時 間 勤 務 の 職 及

び 施 行 日 以 後 に 組 織 の 変 更 等 に よ り 名 称 が 変 更 さ れ た 短 時 間 勤 務

の 職 に あ っ て は ， 当 該 職 が 施 行 日 の 前 日 に 設 置 さ れ て い た も の と

し た 場 合 に お い て ， 当 該 職 を 占 め る 職 員 が ， 常 時 勤 務 を 要 す る 職

で そ の 職 務 が 当 該 職 と 同 種 の 職 を 占 め て い る も の と し た と き に お

け る 旧 条 例 定 年 に 準 じ た 当 該 職 に 係 る 年 齢 ） を い う 。 以 下 同 じ 。 ）

に 達 し て い る 者 を ， 従 前 の 勤 務 実 績 そ の 他 の 任 命 権 者 が 別 に 定 め

る 情 報 に 基 づ く 選 考 に よ り ， １ 年 を 超 え な い 範 囲 内 で 任 期 を 定 め ，

当 該 短 時 間 勤 務 の 職 に 採 用 す る こ と が で き る 。

１ ４ 令 和 １ ４ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で の 間 ， 任 命 権 者 は ， 新 地 方 公 務 員

法 第 ２ ２ 条 の ４ 第 ４ 項 の 規 定 に か か わ ら ず ， 付 則 第 ７ 項 各 号 に 掲

げ る 者 の う ち ， 特 定 年 齢 到 達 年 度 の 末 日 ま で の 間 に あ る 者 で あ っ

て ， 当 該 者 を 採 用 し よ う と す る 短 時 間 勤 務 の 職 に 係 る 新 条 例 定 年

相 当 年 齢 （ 短 時 間 勤 務 の 職 を 占 め る 職 員 が ， 常 時 勤 務 を 要 す る 職

で そ の 職 務 が 当 該 短 時 間 勤 務 の 職 と 同 種 の 職 を 占 め て い る も の と

し た 場 合 に お け る 新 条 例 定 年 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 達 し て い る

者 （ 新 条 例 第 １ ２ 条 の 規 定 に よ り 当 該 短 時 間 勤 務 の 職 に 採 用 す る

こ と が で き る 者 を 除 く 。 ） を ， 従 前 の 勤 務 実 績 そ の 他 の 任 命 権 者

が 別 に 定 め る 情 報 に 基 づ く 選 考 に よ り ， １ 年 を 超 え な い 範 囲 内 で

任 期 を 定 め ， 当 該 短 時 間 勤 務 の 職 に 採 用 す る こ と が で き る 。

１ ５ 任 命 権 者 は ， 付 則 第 １ ３ 項 の 規 定 に よ る ほ か ， 新 地 方 公 務 員

法 第 ２ ２ 条 の ５ 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 新 地 方 公 務 員 法 第 ２ ２ 条

の ４ 第 ４ 項 の 規 定 に か か わ ら ず ， 組 合 に お け る 付 則 第 ６ 項 各 号 に

掲 げ る 者 の う ち ， 特 定 年 齢 到 達 年 度 の 末 日 ま で の 間 に あ る 者 で あ

っ て ， 当 該 者 を 採 用 し よ う と す る 短 時 間 勤 務 の 職 に 係 る 旧 条 例 定

年 相 当 年 齢 に 達 し て い る 者 を ， 従 前 の 勤 務 実 績 そ の 他 の 任 命 権 者

が 別 に 定 め る 情 報 に 基 づ く 選 考 に よ り ， １ 年 を 超 え な い 範 囲 内 で

任 期 を 定 め ， 当 該 短 時 間 勤 務 の 職 に 採 用 す る こ と が で き る 。
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１ ６ 令 和 １ ４ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で の 間 ， 任 命 権 者 は ， 付 則 第 １ ４ 項

の 規 定 に よ る ほ か ， 新 地 方 公 務 員 法 第 ２ ２ 条 の ５ 第 ３ 項 に お い て

準 用 す る 新 地 方 公 務 員 法 第 ２ ２ 条 の ４ 第 ４ 項 の 規 定 に か か わ ら ず ，

組 合 に お け る 付 則 第 ７ 項 各 号 に 掲 げ る 者 の う ち ， 特 定 年 齢 到 達 年

度 の 末 日 ま で の 間 に あ る 者 で あ っ て ， 当 該 者 を 採 用 し よ う と す る

短 時 間 勤 務 の 職 に 係 る 新 条 例 定 年 相 当 年 齢 に 達 し て い る 者 （ 新 条

例 第 １ ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 当 該 短 時 間 勤 務 の 職 に 採 用 す る こ

と が で き る 者 を 除 く 。 ） を 従 前 の 勤 務 実 績 そ の 他 の 任 命 権 者 が 別

に 定 め る 情 報 に 基 づ く 選 考 に よ り ， １ 年 を 超 え な い 範 囲 内 で 任 期

を 定 め ， 当 該 短 時 間 勤 務 の 職 に 採 用 す る こ と が で き る 。

１ ７ 前 ６ 項 の 場 合 に お い て は ， 付 則 第 ８ 項 か ら 第 １ ０ 項 ま で の 規

定 を 準 用 す る 。

（ 令 和 ３ 年 改 正 法 附 則 第 ８ 条 第 ３ 項 の 条 例 で 定 め る 職 及 び 年 齢 ）

１ ８ 令 和 ３ 年 改 正 法 附 則 第 ８ 条 第 ３ 項 の 条 例 で 定 め る 職 は ， 次 に

掲 げ る 職 と す る 。

 ⑴  施 行 日 以 後 に 新 た に 設 置 さ れ た 職  

 ⑵  施 行 日 以 後 に 組 織 の 変 更 等 に よ り 名 称 が 変 更 さ れ た 職  

１ ９ 令 和 ３ 年 改 正 法 附 則 第 ８ 条 第 ３ 項 の 条 例 で 定 め る 年 齢 は ， 前

項 各 号 に 掲 げ る 職 が 施 行 日 の 前 日 に 設 置 さ れ て い た も の と し た 場

合 に お け る 旧 条 例 定 年 に 準 じ た 当 該 職 に 係 る 年 齢 と す る 。

（ 令 和 ３ 年 改 正 法 附 則 第 ８ 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用

す る 新 地 方 公 務 員 法 第 ２ ２ 条 の ４ 第 ４ 項 の 条 例 で 定 め る 職 及 び 年

齢 ）

２ ０ 令 和 ３ 年 改 正 法 附 則 第 ８ 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適

用 す る 新 地 方 公 務 員 法 第 ２ ２ 条 の ４ 第 ４ 項 の 条 例 で 定 め る 職 は ，

次 に 掲 げ る 職 と す る 。

 ⑴  施 行 日 以 後 に 新 た に 設 置 さ れ た 短 時 間 勤 務 の 職  

 ⑵  施 行 日 以 後 に 組 織 の 変 更 等 に よ り 名 称 が 変 更 さ れ た 短 時 間 勤

務 の 職

２ １ 令 和 ３ 年 改 正 法 附 則 第 ８ 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適
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用 す る 新 地 方 公 務 員 法 第 ２ ２ 条 の ４ 第 ４ 項 の 条 例 で 定 め る 年 齢 は ，

前 項 各 号 に 掲 げ る 職 が 施 行 日 の 前 日 に 設 置 さ れ て い た も の と し た

場 合 に お い て ， 当 該 職 を 占 め る 職 員 が ， 常 時 勤 務 を 要 す る 職 で そ

の 職 務 が 前 項 各 号 に 掲 げ る 職 と 同 種 の 職 を 占 め て い る も の と し た

と き に お け る 旧 条 例 定 年 に 準 じ た 前 項 各 号 に 掲 げ る 職 に 係 る 年 齢

と す る 。

（ 令 和 ３ 年 改 正 法 附 則 第 ８ 条 第 ５ 項 の 条 例 で 定 め る 職 並 び に 条 例

で 定 め る 者 及 び 職 員 ）

２ ２ 令 和 ３ 年 改 正 法 附 則 第 ８ 条 第 ５ 項 の 条 例 で 定 め る 職 は ， 次 に

掲 げ る 職 の う ち ， 当 該 職 が 基 準 日 （ 付 則 第 ６ 項 か ら 第 １ ７ 項 ま で

の 規 定 が 適 用 さ れ る 間 に お け る 各 年 の ４ 月 １ 日 （ 施 行 日 を 除 く 。 ）

を い う 。 以 下 こ の 項 か ら 付 則 第 ２ ４ 項 ま で 同 じ 。 ） の 前 日 に 設 置

さ れ て い た も の と し た 場 合 に お い て ， 当 該 基 準 日 に お け る 新 条 例

定 年 が 当 該 基 準 日 の 前 日 に お け る 新 条 例 定 年 を 超 え る 職 と す る 。

 ⑴  当 該 基 準 日 以 後 に 新 た に 設 置 さ れ た 職 （ 短 時 間 勤 務 の 職 を 含  

む 。 ）

 ⑵  当 該 基 準 日 以 後 に 組 織 の 変 更 等 に よ り 名 称 が 変 更 さ れ た 職 （  

短 時 間 勤 務 の 職 を 含 む 。 ）

２ ３ 令 和 ３ 年 改 正 法 附 則 第 ８ 条 第 ５ 項 の 条 例 で 定 め る 者 は ， 前 項

に 規 定 す る 職 が 基 準 日 の 前 日 に 設 置 さ れ て い た も の と し た 場 合 に

お い て ， 同 日 に お け る 当 該 職 に 係 る 新 条 例 定 年 に 達 し て い る 者 と

す る 。

２ ４ 令 和 ３ 年 改 正 法 附 則 第 ８ 条 第 ５ 項 の 条 例 で 定 め る 職 員 は ， 付

則 第 ２ ２ 項 に 規 定 す る 職 が 基 準 日 の 前 日 に 設 置 さ れ て い た も の と

し た 場 合 に お い て ， 同 日 に お け る 当 該 職 に 係 る 新 条 例 定 年 に 達 し

て い る 職 員 と す る 。

（ 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 に 関 す る 経 過 措 置 ）

２ ５ 任 命 権 者 は ， 基 準 日 （ 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 ， 令 和 ９ 年 ４ 月 １ 日 ，

令 和 １ １ 年 ４ 月 １ 日 及 び 令 和 １ ３ 年 ４ 月 １ 日 を い う 。 以 下 こ の 項

に お い て 同 じ 。 ） か ら 当 該 基 準 日 の 属 す る 年 の 翌 年 の ３ 月 ３ １ 日
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ま で の 間 ， 当 該 基 準 日 に お け る 新 条 例 定 年 相 当 年 齢 が 当 該 基 準 日

の 前 日 に お け る 新 条 例 定 年 相 当 年 齢 を 超 え る 短 時 間 勤 務 の 職 （ 当

該 基 準 日 に お け る 新 条 例 定 年 相 当 年 齢 が 新 条 例 第 ３ 条 に 規 定 す る

定 年 で あ る 短 時 間 勤 務 の 職 に 限 る 。 ） 及 び こ れ に 相 当 す る 当 該 基

準 日 以 後 に 設 置 さ れ た 短 時 間 勤 務 の 職 そ の 他 の 任 命 権 者 が 別 に 定

め る 短 時 間 勤 務 の 職 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 新 条 例 原 則 定 年 相 当

年 齢 引 上 げ 短 時 間 勤 務 職 」 と い う 。 ） に ， 当 該 基 準 日 の 前 日 ま で

に 新 条 例 第 １ ２ 条 に 規 定 す る 年 齢 ６ ０ 年 以 上 退 職 者 （ 当 該 基 準 日

前 か ら 新 条 例 第 ４ 条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 勤 務 し た 後 当

該 基 準 日 以 後 に 退 職 し た 者 を 含 む 。 ） の う ち 当 該 基 準 日 の 前 日 に

お い て 同 日 に お け る 当 該 新 条 例 原 則 定 年 相 当 年 齢 引 上 げ 短 時 間 勤

務 職 に 係 る 新 条 例 定 年 相 当 年 齢 に 達 し て い る 者 （ 当 該 任 命 権 者 が

別 に 定 め る 短 時 間 勤 務 の 職 に あ っ て は ， 任 命 権 者 が 別 に 定 め る 者 ）

を ， 新 条 例 第 １ ２ 条 又 は 第 １ ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 採 用 す る こ

と が で き ず ， 新 条 例 原 則 定 年 相 当 年 齢 引 上 げ 短 時 間 勤 務 職 に ， 定

年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 の う ち 当 該 基 準 日 の 前 日 に お い て 同 日

に お け る 当 該 新 条 例 原 則 定 年 相 当 年 齢 引 上 げ 短 時 間 勤 務 職 に 係 る

新 条 例 定 年 相 当 年 齢 に 達 し て い る 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 （

当 該 任 命 権 者 が 別 に 定 め る 短 時 間 勤 務 の 職 に あ っ て は ， 任 命 権 者

が 別 に 定 め る 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 ） を ， 昇 任 し ， 降 任 し ，

又 は 転 任 す る こ と が で き な い 。

（ 令 和 ３ 年 改 正 法 附 則 第 ２ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 条 例 で 定 め る 年 齢 ）

２ ６ 令 和 ３ 年 改 正 法 附 則 第 ２ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 条 例 で 定 め る 年

齢 は ， 年 齢 ６ ０ 年 と す る 。

（ 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

２ ７ 暫 定 再 任 用 職 員 は ， 第 ６ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 職 員 の 育 児

休 業 等 に 関 す る 条 例 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 新 条 例 」 と い う 。 ）

第 １ ９ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 等 と み な

し て ， 新 条 例 の 規 定 を 適 用 す る 。

（ 伊 丹 市 人 事 行 政 の 運 営 等 の 状 況 の 公 表 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正
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に 伴 う 経 過 措 置 ）

２ ８ 暫 定 再 任 用 職 員 は ， 第 ８ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 伊 丹 市 人 事

行 政 の 運 営 等 の 状 況 の 公 表 に 関 す る 条 例 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「

新 条 例 」 と い う 。 ） 第 ２ 条 に 規 定 す る 法 第 ２ ２ 条 の ４ 第 １ 項 に 規

定 す る 短 時 間 勤 務 の 職 を 占 め る 職 員 と み な し て ， 新 条 例 の 規 定 を

適 用 す る 。

（ 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

２ ９ 暫 定 再 任 用 職 員 （ 付 則 第 １ ３ 項 か ら 第 １ ６ 項 の 規 定 に よ り 採

用 さ れ た 職 員 （ 次 項 に お い て 「 暫 定 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 と い

う 。 ） を 除 く 。 ） の 給 料 月 額 は ， 当 該 暫 定 再 任 用 職 員 が 定 年 前 再

任 用 短 時 間 勤 務 職 員 で あ る も の と し た 場 合 に 適 用 さ れ る 第 ９ 条 の

規 定 に よ る 改 正 後 の 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 以 下 「 新

給 与 条 例 」 と い う 。 ） 第 ３ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 給 料 表 の 定 年 前 再

任 用 短 時 間 勤 務 職 員 の 欄 に 掲 げ る 基 準 給 料 月 額 の う ち ， 当 該 暫 定

再 任 用 職 員 の 属 す る 職 務 の 級 に 応 じ た 額 と す る 。

３ ０ 暫 定 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 の 給 料 月 額 は ， 定 年 前 再 任 用 短 時

間 勤 務 職 員 と み な し て ， 新 給 与 条 例 第 ９ 条 の ２ の 規 定 を 適 用 す る 。

３ １ 新 給 与 条 例 第 ４ 条 か ら 第 ９ 条 ま で ， 第 １ １ 条 の ２ ， 第 １ ２ 条

及 び 第 １ ３ 条 の ２ の 規 定 は ， 暫 定 再 任 用 職 員 に は 適 用 し な い 。

３ ２ 暫 定 再 任 用 職 員 は ， 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 と み な し て ，

新 給 与 条 例 第 １ ３ 条 の ３ 第 ２ 項 第 ２ 号 ， 第 １ ６ 条 第 ２ 項 ， 第 ２ ２

条 第 ３ 項 ， 第 ２ ３ 条 第 ２ 項 第 ２ 号 及 び 第 ２ ３ 条 の ２ 第 ２ 項 の 規 定

を 適 用 す る 。

（ 伊 丹 市 職 員 退 職 手 当 支 給 条 例 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

３ ３ 暫 定 再 任 用 職 員 に 対 す る 第 １ ０ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 伊 丹

市 職 員 退 職 手 当 支 給 条 例 第 １ 条 の 適 用 に つ い て は ， 同 条 中 「 を 除

く 」 と あ る の は ， 「 及 び 地 方 公 務 員 法 の 一 部 改 正 に 伴 う 関 係 条 例

の 整 備 等 に 関 す る 条 例 （ 令 和 ４ 年 伊 丹 市 条 例 第 号 ） 付 則 第 ６

項 ， 第 ７ 項 ， 第 １ １ 項 又 は 第 １ ２ 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員

を 除 く 」 と す る 。
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（ 伊 丹 市 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 お よ び 基 準 に 関 す る 条 例 の 一 部 改

正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

３ ４ 企 業 職 員 で あ る 暫 定 再 任 用 職 員 に つ い て は ， 伊 丹 市 企 業 職 員

の 給 与 の 種 類 お よ び 基 準 に 関 す る 条 例 第 ５ 条 ， 第 ６ 条 ， 第 ６ 条 の

３ 及 び 第 １ ６ 条 の 規 定 は ， 適 用 し な い 。
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